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変えるため党首公選制の実現を求めるなど、いろいろな本で、党の恨本的考

えと迷う発言をしていた。そのような原告の苑言泊りに党が変わってしまっ

たら戦えない。党が取り込まれてしまう。」

「原告のそのような発言に今の権力側が自をつけ、本を出さないか、雑誌

のインタピューに応じないか、いろいろな攻勢をかけた。それに応じて、今

回の本を出したロ J

「原告のプログなど見ても原告の考えは取り込まれている。党の内部でも

党を批判している党員がいるということで党が時代遅れであると権力側の党

攻撃に利用された。とれが松竹間魁の真相だと思う。 J

このように、被告は、本件笹籍の出版の背景事情について、原告の本件帯符

以前の帯帯の内容、権力側の共産党攻繋の状況、新聞 .SMi強のインタピュー記

事の内容などを総合考慮、して、原告の本件木の出版についての被告の評価を抽

象的・概括的に述べたものである。

従って、本件発言は、 h四品等による証明になじまない政治的な論評ていあって、

被告の「意見ないし論評J の表明に服するものである。

第 3 r意見ないし論評J の前提事実

1 原告の経歴

原告は、 1 974年、日本共産党に入党した。

その後、同党中央委員会に専従職員として勤務し、 198 9 年から問党国会

議員事務局員、 1 9 9 7 年から同党政治・外交委員余話IJ責任者、 2000年

から同党政策費員会委員などを務めたお

2006年 9 月 30 日付けで同党中央委員会を退職し、その後は、かもが

わ出版に就職して、出版社の職員として就労していた。

2 本件書籍以前の原告による書締の公刊

( 1 )原告による書締の公刊

原告は、党中央委員会を退職後、木件書籍以前にも多くの苦痛を公刊して
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「これまでの共闘は、自衛隊の海外派兵をR血とすることでしたから、自術隊

そのものが合縮か違憲かの巡いを脇においですすめることができました。

しかし、いまエ!とめられている共闘は、それとはレベルの其なるものです。

集団的自衛権の関議決定を撤回させようと思えば、そのための政府を樹立

しなければなりません。あるいは、周辺諸国との聞で安定的な平和の関係

を碓立しようと思えば、やはりその課題に取り組む政府が求められます。

政府構組で協力する場合、自衛隊の廃止で一致するのではない限り、自衛

隊の存在を前提としたものとなります。ところが、自衛隊違憲論のままで

は、五!J.守防衛の枠内であれ自衛隊の運用に椅成することはできません。非

武装中立の簸窓派に求められるのは、そこでの決断ですω いまさら信念で

ある自衛隊違憲論を変えよとまでは言いません(変えても榊いません

が)。しかし、国民の生命を守るための活動、生命の噂重義務を国家に課

している録法そのものの存立に必喪な活動は、自衛隊が担うのであれ別の

誰が担うのであれ、等しく合癌とみなす稿度のことは必要でしょう。 J

(2 1 8 頁、傍線は被告代理人)。

(4) 原告の見解

上記 (2 )及び(3 )の原告の見解には、 2 つの特徴がある。

一つ目は、自衛隊の問題について、憲法九条の下においても自衛隊配合識

の存在として位置づけるということである(自術隊合憲論)。

三つ目は、日米安保条約を維持したままで、どのように軍事戦略を構築す

るかを考えるというものである(日米安保容認論)。

しかし、これらの見解は、日本共産党の綱領で明らかにしている基本政策と

は明確に異なる。

同党の綱領は、自衛隊が憲法違-反であること(自術隊違憲論)を前提とし

て、 「自衛隊については、梅外派兵立法をやめ、軍縮の措置をとる。安保条

約廃斑後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、悶民の合意での態法九条

6 
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「国民主催J r侵略戦争反対」の旗を掲げ続けた。戦前のたたかいは多くの

先人たちの犠牲をともなった昔難の道であったが、戦後の日本国秘法に「国

民主地J r基本的人権J r恒久平和」として結実した。

戦後、同党は、国政選挙で 3 固にわたる岡進を経験した (1 960年代~

1 970年代、 1 990年代後半、 2010年代)。

しかし、そのたびに問党の腕進をおそれた権力側は、共産党攻棋と政界の

同編でこれにこたえ、同党は、これとのたたかいのなかで‘新たな前途な切り

開いてきた。

52015年から 2022年の政治状況

は) r市民と野党との共闘j の呼びかけ

日本共産党は、 201 5年、安倍政権が進めた「戦争法J =安保法制に反対

する国民的たたかいの荷揚のなかで、同年 9 月 1 9 日、 「戦争法(安保法

制)廃止の悶民連合政府J を提唱し、野党の全国的規模での濯、単協力を呼び

かけた。同党が、共闘の道に踏み出したことは、 「政治を変えたいJ という

多くの国民を期待に応えるものであり、大識のある選択であった。

(2) r市民と野党の共闘」の進展

「市民と野党の共闘j は、確かな成県をあげてきた。

2 0 1 6 年と 2 0 1 9 年の参議院選挙では、全国 3 2 の 1 人区すべてで野党

統一候補を実現し、 1 6 年には 1 1 の選挙区、 1 9 年には 1 0 の選挙区で勝

利をかちとった。

2 0 1 7年の衆議院総選挙は、 「希望の党J による共闘破壊の大逆流が起こ

るもとでも、共闘を守り抜き、 3 2 の小選挙区で共闘動力が勝利した。

2021年の衆議院総選挙は、共通政策、政権協力、選挙協力の合意をつく

り、政権交代lと正面から挑戦し、権力側の激しい攻略のなかでも、 5 9 の小

沼挙区で勝利をかちとった。

6 権力側の共産党攻略の激化

8 
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